
大和町「週休 2日工事」実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか、将来にわたり

安定的に社会資本を整備及び維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要

な課題となっており、対応策の一つとして、週休 2 日工事の推進が求められている。本

要領は、大和町が施行する週休 2日工事の実施に当たり必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 原則として、町が発注する全ての工事を対象とする。ただし、次の各号に該当す

る工事は除く。 

(1) 設計額が大和町財務規則（平成 12年 3月 31日大和町規則第 20号）第 102条第 1号

に規定する金額を超えない工事 

(2) 災害復旧工事等の緊急性が高い工事 

(3) 実作業期間が 7日間に満たないことが見込まれる工事 

(4) その他、週休 2日工事に適さないと判断される工事 

 

（発注種別・区分） 

第３条 週休 2日の種別は、「現場閉所型」を基本とし、工期や現場条件の制約等により現

場閉所を行うことが困難な工事については「交替制」とすることができる。週休 2 日の

区分は「通期の週休 2日」と「月単位の週休 2日」、「完全週休 2日」に分けるものとし、

発注者は工事着手前に受注者に対して「通期の週休 2 日」、「月単位の週休 2 日」、「完全

週休 2 日」のいずれに取り組むか協議すること。なお、発注種別・区分の定義は以下の

とおりとする。 

(1)現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所で

の事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉鎖された状態。 

(2)交替制 

現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休

日確保の取組を行う。 

(3)通期の週休 2日 

対象期間全体で、4週 8休相当の休日を取得したと認められる状態。 

(4)月単位の週休 2日 

対象期間の全ての月において、4週 8休相当の休日を取得したと認められる状態。 

(5)完全週休 2日 

対象期間の全ての週において、2日間以上の休日を取得したと認められる状態。 



【第Ⅰ編】現場閉所型 

（実施方法） 

第４条 発注者は、週休 2日工事の実施に当たって、入札公告及び特記仕様書に、週休 2日

工事である旨及び週休 2日工事の種別を明示するものとする。 

２ 発注者は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を現場閉所（以下「休工日」という。）とす

ることを前提とした工期設定を行うものとする。 

３ 受注者は、週休 2 日工事の対象期間を通して 4 週 8 休以上の休工日を確保するものと

し、施工計画書の法定休日・所定休日の事項において当該工事が週休 2日に取り組む旨を

明示すること。（明示方法は任意とする。） 

４ 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土日・祝日を休工日とするよう努

めるものとする。 

５ 週休 2日工事の対象期間は、現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施

工が完了した日（後片付け期間は含まない）までとする。ただし、年末年始 6日間、夏季

休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほ

か、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場

作業を余儀なくされる期間などは含まない。なお、受注者の責によらない場合とは天候の

影響等を想定している。 

６ 天候等による現場閉所は休工日として認めるものとする。なお、災害時の緊急要請など

による現場作業が発生した場合や異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等に

ついては、工期の変更や休工日、対象期間の取り扱いについて、受発注者間の協議により

決定するものとし、臨機に対応することとする。 

７ 受注者は、下請企業を含む現場の労働者等に対して、休工日においては、休日又は休暇

を取得し、事務作業や他現場での作業を行わないよう指導するものとする。 

８ 受注者は、別図 1 を参考に工事現場に週休 2 日工事であることを記載したＰＲ看板を

設置するものとする。（災害復旧事業は除く） 

９ 受注者が「現場閉所型」から「交替制」への変更を希望する場合には、発注者に協議す

るものとし、発注者は対象期間に入る前に限り、受発注者間の協議により変更を認めるこ

とができるものとする。なお、「交替制」へ変更する場合は対応する経費についても設計

変更の対象となるので留意すること。 

（実施確認） 

第５条 受注者は、対象期間の開始日から月毎に休日等の取得の実績が確認できる休日等

取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。 

 

（積算方法） 

第６条 発注者は、当初発注時においては、補正係数なしで積算し、工事着手前に「通期

の週休 2日」、「月単位の週休 2日」、「完全週休 2日」のいずれに取り組むか協議するも



のとする。受注者が、協議に基づき、「月単位の週休 2日」又は「完全週休 2日」に取り

組み、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた補正係数を各経費に乗じて

変更するものとする。なお、第４条第９項に基づき「現場閉所型」から「交替制」に種

別を変更する場合は、対応する経費について設計変更するものとする。 

 

（工事成績考査等） 

第７条 発注者は、受注者が 4 週 8 休の確保ができなかった場合において、そのことによ

る文書での改善指示や工事成績考査の減点などの措置は課さないものとする。 

 

※【準備期間】 

施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置

等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事

着手するまでの期間をいう。（ただし、直接工事費に計上されている作業からは、照査を

行うための作業（足場設置等）は除く） 

※【後片付け期間】 

施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。 

 

【第Ⅱ編】交替制 

（実施方法） 

第８条 発注者は、週休 2 日工事の実施に当たって、入札公告及び特記仕様書に、「週休 2

日工事」である旨及び週休 2日工事の種別を明示するものとする。 

２ 受注者は、週休 2日工事の対象期間を通して、当該工事の技術者及び技能労働者が交替

しながら、4週 8休を確保するものとし、施工計画書の法定休日・所定休日の事項におい

て当該工事が週休 2日に取り組む旨を明示すること。（明示方法は任意とする。）また、対

象者は、施工体制台帳上の元請及び下請負人の技術者及び技能労働者とし、非常勤の者

（作業日数の合計が７日未満の臨時で従事する者など）は除く。 

３ 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土日・祝日を休工日とするよう努

めるものとする。 

４ 週休 2日工事の対象期間は、現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施

工が完了した日（後片付け期間は含まない）までとする。ただし、年末年始 6日間、夏季

休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほ

か、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場

作業を余儀なくされる期間などは含まない。なお、受注者の責によらない場合とは天候の

影響等を想定している。 

５ 天候等による休工は休日として認めるものとする。なお、災害時の緊急要請などによる

現場作業が発生した場合や異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等について



は、工期の変更や休工日、対象期間の取り扱いについて、受発注者間の協議により決定す

るものとし、臨機に対応することとする。 

６ 受注者は、下請企業を含む現場の労働者等に対して、休日においては、事務作業や他現

場での作業を行わないよう指導するものとする。 

７ 受注者は、別図 1 を参考に工事現場に週休 2 日工事であることを記載したＰＲ看板を

設置するものとする。（災害復旧事業は除く） 

 

（実施確認） 

第９条 受注者は、対象期間の開始日から月毎に休日等の取得の実績が確認できる実績表

及び休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。 

 

（積算方法） 

第 10条 発注者は、当初発注時においては、補正係数なしで積算し、工事着手前に「通期

の週休 2日」、「月単位の週休 2日」、「完全週休 2日」のいずれに取り組むか協議するもの

とする。受注者が、協議に基づき、「月単位の週休 2日」又は「完全週休 2日」に取り組

み、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた補正係数を各経費に乗じて変更

するものとする。 

 

（工事成績考査等） 

第 11条 発注者は、受注者が 4週 8休の確保ができなかった場合において、そのことによ

る文書での改善指示や工事成績考査の減点などの措置は課さないものとする。 

※【準備期間】 

施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置

等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着

手するまでの期間をいう。（ただし、直接工事費に計上されている作業からは、照査を行

うための作業（足場設置等）は除く） 

※【後片付け期間】 

施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。 

 

（その他） 

第 12条 この要領に定める補正係数、休日取得実績書については宮城県土木部「週休２日

工事」 実施要領に準じる。 

 

   附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

  



 

別図 1 

 

PR看板参考図 

 

1.0m以上 

週休 2日工事 

 

この工事は、建設産業の就労環境の

改善に取り組むため、週休 2日工事

を実施する工事です。 

 

 

発注者：大和町 

受注者：〇〇〇 

※受注者は、工事現場の見やすい位置

に PR看板を設置するものとする。 
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